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吉田さんに無罪判決
加茂生コン事件控訴審判決（１２/13 大阪高裁）

●原判決を破棄、安井執行委員は罰金刑
12 月 13 日午後、加茂生コン事件控訴審の判決が、大阪高裁第６刑事部（村山浩昭裁判長）で

あった。

「原判決を破棄する」。

つづけて、安井雅啓執行委員に罰金 30 万円、さらに吉田修組合員は「無罪」と村山裁判長が

主文を読み上げると、「おおっ」と傍聴席から歓声があがった。小林勝彦さん（全港湾大阪支部

委員長）や組合員がすぐさま立ち上がり、裁判所前で集会を開いている仲間たちに逆転判決を知

らせに走った。

その後、読み上げられた判決理由は２時間近くに及んだ。就労証明書の交付を求めた安井さん

らの行動や偽装廃業を疑った関生支部の監視活動などについて、村山裁判長は一審判決の誤りを

ひとつひとつ丹念に、かつ厳しく批判したうえで、「強要未遂罪の構成要件に該当するとした認

定・判断は、同罪の解釈・適用を誤り、ひいては事実を誤認したものといわざるを得ず、原判決

は、被告人両名の関係で破棄を免れない」と結論づけた。

それでも安井さんが罰金刑とはいえ有罪とされたのは、一審で有罪とされた 11月 27日の就労

証明書の交付要求行為ではなく、その後、12 月４日に会社を訪問した際、会社が警察を呼んだ

こと、従業員の盗撮が疑われたことから謝罪を求めた他の組合役員（事件後に脱退している）の

言動を止めなかったことが脅迫の共犯とされたものだった。いわば巻き添え。裁判所が検察のメ

ンツを立てたように思えてならない。

●判決報告集会で

夕刻、冷え込みが増す裁判所前

で開かれた報告集会は、だれもが

明るい表情だった。

森博行弁護士「就労証明書は事

業主の義務だ。それを要求するの

は強要罪の「義務なきこと」を強

いたという一審判決は誤りだと論

じてきた。高裁がその点をしっか

り認め、「社会生活上の義務」だと

（写真左から、吉田さん、久堀弁護士、森弁護士、安井執行委員） 判示してくれたことがいちばんうれ

しい。」

久堀文弁護士「無罪、取りました～！ 労働組合の活動として問題ないと認定された。予想以

上の判決内容。今日は弁護士生活でいちばん幸せな日です。」

安井雅啓さん「罰金 30 万円の安井です。30 万円支払えなければ１日５千円の労役だそうなの

で、これからしばらく私は不在になります」（爆笑）

吉田修さん「久堀先生には本当にお礼が言いたい（と、絶句）。無罪しかないと言ってきたが、

心の隅にはあかんのかなという気持ちもちょっとあった。判決を聞きながら、いろいろなことが
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頭に浮かんできて･･･（涙）」

●完全無罪へ、あと一歩
加茂生コン事件は、2017 年 10 月 16 日、常用的に日々雇用で働いていたミキサー運転手が関

生支部に加入。正社員化や一時金の支払いなどを要求して団体交渉を申し入れたことが発端。こ

れに対し会社はタイムカードを撤去して監視カメラを設置する一方で、加入した組合員は「個人

事業主だ」と称して団交を拒否。年内廃業を通告した。さらに、組合加入前は子どもの保育所入

所に必要な「就労証明書」に事業主印を押していたのに、加入後は掌を返して押印を拒否した。

この一連の会社の不当労働行為に抗議した組合活動を、「義務なきこと」を要求して強いたとし

て刑事事件化したものだった。

一審判決（京都地裁第３刑事部柴山智裁判長）は昨年 12月 17日。安井さんが懲役１年、執行

猶予３年、吉田さんが懲役８月、執行猶予３年というデタラメ極まりないものだった。直後の判

決報告集会で、吉田さんが「裁判長はまちがっている。自分はまちがっていない。これからもお

なじことがあれば、自分はおなじことをする」と静かに語っていたのが印象的だった。

それから１年。

安井さんの罰金刑について強い不満が残るが、吉田さんに当然の無罪を言い渡し。加茂生コン

の不当労働行為に加担した一審判決を覆した高裁判決は大きな勝利だ。今年７月の武・前委員長

事件のタイヨー生コン事件につづき２つめの無罪。警察・検察が描いてきた関西生コン事件の構

図のほころびが、さらに大きくなったと言っていい。
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竹信三恵子さんの話題の新著『賃金破壊 労働運動を「犯罪」にする国』の書評が、時事通信

の配信で各地方紙に掲載されている。以下は、12月 11日付京都新聞。


